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4.3.7. 概略評価による新規利水対策案の抽出 
表 4.3-9 で立案した 11 案の新規利水対策案について、検証要領細目に示されている「②

概略評価による治水対策案の抽出 2」（以下参照）を準用して概略評価を行い、Ⅰ～Ⅳに

区分された新規利水対策案の内で妥当な案を抽出した。 

抽出結果を表 4.3-10 に示す。 

 

グループⅠ：ダム以外の貯留施設を中心とした対策 

グループⅡ：導水を中心とした対策 

グループⅢ：他用途ダム容量の買い上げを中心とした対策 

グループⅣ：ダム再開発を中心とした対策 

 

【参考:検証要領細目より抜粋】 

②概略評価による治水対策案の抽出 

多くの治水対策案を立案した場合には、概略評価を行い、1)に定める手法で治水対策案

を除いたり（棄却）、2)に定める手法で治水対策案を抽出したり（代表化）することによっ

て、2～5 案程度を抽出する。 

1)次の例のように、評価軸で概略的に評価（この場合、必ずしも全ての評価軸で評価を行

う必要はない）すると、一つ以上の評価軸に関して、明らかに不適当と考えられる結果

となる場合、当該治水対策案を除くこととする。 

イ）制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いと考えられる案 

ロ）治水上の効果が極めて小さいと考えられる案 

ハ）コストが極めて高いと考えられる案 

なお、この段階において不適当とする治水対策案については、不適当とする理由を明示

することとし、該当する評価軸については可能な範囲で定量化し示す。 

2) 同類の治水対策案がある場合は、それらの中で比較し最も妥当と考えられるものを抽出

する。 
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表 4.3-10 概略評価による新規利水対策案の抽出 
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4.3.8. 利水参画者等への意見聴取 
(1) 概略評価による新規利水対策案の抽出（案）に対する意見聴取 

新規利水対策案については、検証要領細目に基づき、利水参画者等に対して意見聴取

を実施した。 
 

表 4.3-11 川上ダム及び概略評価により抽出した新規利水対策案 

グループ 
対策案 

No. 内容 

現行計画（ダム案） － 川上ダム 

グループⅠ： 

ダム以外の貯留施設を

中心とした対策 

4 ため池（かさ上げ） 

グループⅡ： 

導水を中心とした対策 
3 水系間導水 

グループⅢ：  

他用途ダム容量の買い

上げを中心とした対策 

2 他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム） 

11 
他用途ダム容量の買い上げ  

（青蓮寺ダム＋比奈知ダム） 

グループⅣ： 

ダム再開発を中心とし

た対策 

7 
ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ） 

＋他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム+比奈知ダム） 

9 ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）＋ため池（かさ上げ） 

 

(2) 意見聴取を行った利水参画者等 
対策案に対する意見聴取先は以下のとおりである。 

表 4.3-12 対策案に対する意見聴取先 

利水参画者 伊賀市（水道） 

対策案に関係する主な

河川使用者 

東海農政局、三重県企業庁、京都府（水道）、名張市（水道）、

大阪市（水道）、守口市（水道）、枚方市（水道）、 

尼崎市（水道）、奈良市（水道）、 

大阪広域水道企業団、阪神水道企業団、関西電力(株) 

対策案に関係する自治

体 

三重県、名張市、伊賀市、南山城村、奈良市、山添村 

 

(3) 意見聴取結果 

意見聴取の結果のうち新規利水対策案に対する意見を表 4.3-13～表 4.3-14 に示す。 
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表 4.3-13 新規利水対策案に対するご意見（1/2） 
利水参画者等 ご意見の内容 

東海農政局 （対策案 2,7,11 の「他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム）について） 

青蓮寺ダムの特定かんがい利水容量を前提とした調整が図られるのであれば異存はない。 

三重県 （対策案 4 ため池について） 

ため池に関しては、県所有または管理しているため池はひとつも存在せず、所有者または管理者は

市町や地元水利組合であるため、事業実施にあたり、これら関係者の意見聴取を行ない合意形成が

なされた後で事業実施する必要があると思われる。 

また対策案を実施するにあたり、耐震化・老朽化対策にも十分配慮すべきであると考える。 

工事計画をする際の課題として、新規築堤盛土の確保が困難であると考えられる為、十分な調査調

整が必要と思われる。 

三重県企業庁 （対策案 2,7,11 他用途ダム容量の買い上げ） 

対策案は、ダムから下流に放流する際に、当庁の発電所以外の設備から放流する場合が考えられ、

発電電力量の低下が予想されます。 

対策案は、放流に関し建設当初からの考え方と大きく異なるため、対策を具体化する場合には、電

気事業者と十分な調整をお願いしたい。 

（対策案 3 水系間導水） 

宮川第二発電所の発電に使用した流水を取水することになっておりますが、発電の運用は、一日の

中でも発電放流量が大きく変化することがあり、安定して継続的に取水することは非常に難しいと

考えられます。 

また、宮川第二発電所の発電放流水は、三浦湾に放流され、運転開始から約 50 年以上経過してい

ます。発電放流先である三浦湾では、この放流水を加味した新たな漁業環境が形成されています。

このことから、利水対策を具体化する場合には、関係自治体や漁業者などの地域関係者の合意形成

を図ることが必要と考えられます。 

（対策案 7,9 ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）） 

ダムかさ上げ有効落差が増加するなど一定のメリットはあるものの、水圧に対する強度計算等の再

検討及び必要に応じての設備改修（場合によっては水車発電機設備の全面改修）が生じます。 

対策案は、建設当初に比べダムの容量、高さなどの考え方が大きく異なるため、対策を具体化する

場合には、電気事業者と十分な調整をお願いしたい。 

京都府（水道） （対策案 7,11 について） 

「他用途ダム容量の買い上げ案」に係る「概算事業費」欄において、「水源取得に要する費用」の

具体額が記載されておりませんが、今後のダム検証における「コスト」の評価軸では、当然にその

具体額（買上価格）を明らかにしていただきたい。併せて、買上時期、管理負担金軽減額等の買上

条件も示していただきたい。 

また、「ダムの活用可能な利水容量」は渇水調整方法に大きく影響されることから、「渇水調整方法

の見直し」の方向性を明らかにしていただきたい。 

なお、平成 24 年 11 月 7 日付けの意見照会に対して、京都府営水道として、比奈知ダム及び日吉ダ

ムの「活用可能な利水容量」を回答しておりますが、あくまでも、買上に伴う水源費負担軽減を目

的としているものであり、最終的には買上条件に基づき、京都府の水源費負担実績等も考慮の上、

受水市町の意向を踏まえて活用（買上）可能水量を判断していくものであります。 

名張市 特に意見はない旨、回答させていただきます。 

名張市（水道） （2.7.11：他用途ダム容量の買い上げ  7,9：ダム再開発） 

名張川から木津川への導水を検討されていますが、導水路は、φ600mm の管を埋設される予定です

が、埋設物（水道管を含む）へなるべく影響が出ないように配慮をお願いします。また、名張市の

既得水利権は、必ず確保していただきたい。 

伊賀市 当市では独自にダム建設事業について検証を進めており、その結果についてはまとまりしだい意見

として提出※させていただきますが、「検討の場」での検討を進めるに当たり、下記のとおり意見

を提出します。 

①「検討の場」での結論を早期に出すよう進められたい。 

②このたびのパブリックコメントで新しく代替案が出された場合、現在検討中の案と同様に検討い

ただきたい。 

③全ての代替案に対して国の補助制度が適用されるか、また、利水者としてのランニングコストを

含めてどれだけ負担しなくてはならないかを知りたい。 

④必要な水量を現在取水している木津川の取水口から確実に取水できるよう配慮されたい。 

※平成 25 年 12 月 25 日及び平成 26 年 1 月 31 日付で伊賀市から検証結果の報告があった。 

・川上ダム建設事業における必要な開発量は 0.358m3/s 

・なお、検討主体が検討されている利水対策案に関しましては、追加の意見はございません。 

大阪市（水道） （対策案 2,7,11） 

別添資料-1(P26)において、『他用途ダム容量の買い上げ』の概算事業費のうち「水源取得に要する

費用」が示されていませんが、その算定には、各利水者に対して水源買い上げの具体的な条件（買

い上げ額の考え方、時期など）を提示していただく必要があると考えます。そのために必要となる

検討・協議については、関連利水者として協力いたします。 
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表 4.3-14 新規利水対策案に対するご意見（2/2） 
利水参画者等 ご意見の内容 

守口市（水道） 川上ダム建設については、本体工事を除く付帯工事（移転・道路等）の大半は施工されています。

このため、ダム工事本体に係る費用と他用途ダム容量の水源取得に要する費用等が不明であります。 

また、代替補給対策案及び維持管理対策案につきましても、その維持管理費用が既水利権者に及ぶ

可能性もあり、未確定要素が多いため具体的なコメントはできませんが、今回の事業対象市につき

ましては費用負担についての配慮も含め、適切な事業運営が実施できるよう早期の対策の確定を望

むものです。 

枚方市（水道） （対策案 2,7,11） 

対策案に対する意見はありません。 

尼崎市（水道） （対策案 2,7,11） 

対策案に対する意見はありませんが、本市の利水容量を活用するには、水量の定量化を行う必要が

ありますので、平成 21 年３月 31 日策定された「淀川水系河川整備計画」に記載された「渇水調整

方法の見直しに関する提案」の具体的な内容をお示しください。 

奈良市（水道） （対策案 7,9 「ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）」について） 

（対策案 11 「他用途ダム容量の買い上げ（比奈知ダム）について） 

①ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）を実施した場合、現在の利水者（奈良市、京都府、名張市）

に、その費用負担が転嫁され負担増になることは受け入れられません。 

 また、再開発時の工事による水位低下等により、現状のダム運用ができなくなる場合の補償や渇

水が発生した場合の対応策が必要です。 

②他用途ダム容量の買い上げ（比奈知ダム）について、本市は現状で活用することができる水源は

ありませんと回答しています。 

しかし、他の利水者等が比奈知ダムの利水容量の一部を買い上げにより伊賀市利水容量とされた

場合、本市に対して導水路建設等による利水への影響がないように、またダム管理費負担金の増

加にならないようお願いします。 

山添村 対策案４・案７・案９にかかる青蓮寺ダム・比奈知ダムの嵩上げによる新規利水対策については、

下流域として貯水量の増加に伴う出水時放流量の増加、或いはダム堰堤の耐震強度等懸念されます

ので嵩上げについては、同意し難いと考えております。 

その他の対策案についても、数百億円の経費が計上されていることから、当初目的の川上ダム建設

継続に向けて進むのが妥当と思慮します。 

大阪広域水道企業団 （対策案 2,7,11） 

必要水源量を明確にするためには、渇水調整方法の確立が必要であることから、平成 21 年３月 31

日付けの策定の淀川水系河川整備計画に記載された「渇水調整方法見直しに関する提案」について

早期に検討いただき、方針を明確にお示しいただきたい。 

他用途ダム容量の買い上げについて「水源取得に要する費用」の具体的な提示が無いが、当該費用

は代替案の評価に当たっての重要な判断要素であり、その提示が無ければ案の優劣の判断が出来な

い。 

ついては、買い上げの具体的な条件（金額、時期など）をお示しいただくとともに、買い上げに当

たっては各利水者と十分協議いただきたい。 

活用可能水源を有することをもって、緊急かつ暫定的な取り扱いである長柄可動堰改築事業におけ

る水源の返還に着手しないこと。同水源の取り扱いについては具体的な返還理由及び返還後の使途

をお示しいただくとともに、別途協議いただきたい。 

阪神水道企業団 （対策案 2,7,11） 

他用途ダム容量の買い上げについて、これにより既存利水者の維持管理費等の負担が増加すること

のないようお願いします。 

（その他） 

それぞれの案を実施する場合は、水量・水質等取水に影響の無いようお願いします。 

淀川の引堤や堤防のかさ上げについて、これにより取水施設の移設やそれに伴う代替工作物等の必

要が生じた場合は、十分な協議をお願いします。 

他用途ダム容量の買い上げについて、水源取得に要する費用が示されていないが、淀川水系河川整

備計画（平成２１年３月 31 日）に記載された渇水調整方法の見直しに関する提案の早期実現と併せ、

買い上げに係る積算方法等の基本的な考え方を明確に示した上で評価すべきであると考えます。 
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4.3.9. 意見聴取結果を踏まえた新規利水対策案の立案及び概略評価による抽出 
(1) パブリックコメントでの意見を踏まえた対策案の検討 

パブリックコメントの具体的な新規利水対策案の提案についての意見を踏まえ対策

案の追加を検討した。 
 

1) パブリックコメントにおける新規利水対策案の提案① 
三重用水は完成当初から水の余剰が問題になっており、活用すべきである。 
・現状で活用することができる水源の有無について、関係利水者である三重県企業庁、

三重県農林水産部に確認した。 
・意見照会の結果、三重用水を水源とする水道用水、工業用水及び農業用水について、

いずれも川上ダムの代替案に活用することができる水源は無いとの回答であった。 
・したがって活用することができる水源はないため、検討の対象外とした。 

 
2) パブリックコメントにおける新規利水対策案の提案② 
青蓮寺用水の幹線水路の余力を活用する。 
・青蓮寺用水幹線水路を活用する案を検討するため、関係する河川使用者である東海農

政局に確認した。 

・意見照会の結果、青蓮寺用水幹線水路の通水能力と使用水量の差は約 0.12m3/s である

との回答であった。 

・目標とする水量 0.358m3/s に対して青蓮寺用水幹線水路単独では 0.238m3/s 不足する

ため、名張川から木津川への導水路と組み合わせて立案する。 

 

他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋青蓮寺用水＋導水路）  -- 対策案１２ 

 

3) パブリックコメントにおける新規利水対策案の提案③ 
比奈知ダムの利水容量を買い上げ、伊賀市の新規利水に充当する。導水管は比奈知ダム

から前深瀬川の約 3km とする。 

・必要となる容量に対して比奈知ダム単独では不足するため、他の方策を組合せて検討

する。 

・組合せの検討にあたっては、社会的影響（家屋等の移転や用地取得等）が小さいと考

えられる「他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム）」と組み合わせて対策案として

立案する。 

 

他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋導水路①＋比奈知ダム＋導水路②） 

 ------------------------------------------------------------ 対策案１３ 

 

その他のパブリックコメントの詳細は 6.2 に示す。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 青蓮寺ダムの利水容量の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を

確保する。 

・ 青蓮寺ダムから青蓮寺用水下流調整池までは既設導水路を活用し、下流調整池から木津川

の支川矢田川への導水路は新たに整備する。 

・ 上記導水路で不足する水量を導水するため、名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

・ 青蓮寺ダムにかかる利水権利者及び青蓮寺用水土地改良区と、容量買い上げの費用、青蓮

寺用水幹線水路の利用、実施時期等についての調整が必要となる。 

新規利水対策案 12：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋青蓮寺用水＋導水路） 

【新規利水対策】 

■他用途ダム容量の買い上げ 

 青蓮寺ダムの容量買い上げ  約6,500千m3 

■名張川から木津川への導水  

 導水路    φ=500mm、L=約9km 

 取水施設  1式（用地取得を含む） 

 ポンプ施設 1式（用地取得を含む） 

■青蓮寺用水幹線水路の活用 

■青蓮寺用水下流調整池から矢田川への導水 

 導水路    φ=300mm、L=約1km 

 取水施設  1式  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 青蓮寺ダム及び導水路位置図 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 

青蓮寺ダム 約 6,500 千 m3 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ500mm

矢田川
青蓮寺用水幹線水路(既設)

取水地点

名張市

木津川

青蓮寺用水幹線水路(既設)

上流調整池

矢田川

下流調整池

導水路

延長L=約1km

導水路管径φ300mm

取水地点

川上ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ500mm

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 青蓮寺ダム及び比奈知ダムの利水容量の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることによ

り必要な水量を確保する。 

・ 比奈知ダムから前深瀬川への導水路及び名張川から木津川への導水路を新たに整備する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

・ 青蓮寺ダム、比奈知ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等につい

ての調整が必要となる。 

新規利水対策案 13：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋導水路①＋比奈知ダム＋導水路②） 

【新規利水対策】 

■他用途ダム容量の買い上げ 

 比奈知ダムの容量買い上げ  約1,400千m3 

 青蓮寺ダムの容量買い上げ 約5,100千m3 

■名張川から木津川への導水  

 導水路    φ=500mm、L=約9km 

 取水施設  1式（用地取得を含む） 

 ポンプ施設 1式（用地取得を含む） 

■比奈知ダムから前深瀬川への導水  

 導水路    φ=700mm、L=約3km 

 取水施設  1式（用地取得を含む）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

青蓮寺ダム、比奈知ダム及び導水路位置図 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 

比奈知ダム 

青蓮寺ダム 

約 1,400 千 m3 

約 5,100 千 m3 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

導水路①

延長L=約9km

導水路管径φ500mm

取水地点

比奈知ダム

導水路②

延長L=約3km

導水路管径φ700mm

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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(2) パブリックコメントでの意見を踏まえた対策案における概略評価による抽出 
パブリックコメントの意見を踏まえて立案した新規利水対策案について、検証要領細目

に示されている「②概略評価による治水対策案の抽出 2」を準用して概略評価を行い、Ⅰ

～Ⅳに区分された新規利水対策案の内で妥当の案を抽出した。 

抽出結果を表 4.3-15 に示す。 

 

グループⅠ：ダム以外の貯留施設を中心とした対策 

グループⅡ：導水を中心とした対策 

グループⅢ：他用途ダム容量の買い上げを中心とした対策 

グループⅣ：ダム再開発を中心とした対策 

 
 



 

 

 

4
-
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表 4.3-15 概略評価による新規利水対策案の抽出（２案追加後） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新規利水対策案（実施内容）

概略評価による抽出

概算事業費（億円） 判定 不適当と考えられる評価軸とその内容 備考

グループⅠ：
ダム以外の貯留施設
を中心とした対策案

対策案4 ため池（かさ上げ） 約800億円 ○

グループⅡ：
導水を中心とした対策
案

対策案3 水系間導水 約400億円 ○

グループⅢ：
他用途ダム容量の買
い上げを中心とした対
策案

対策案2
他用途ダム容量の買い上げ
（青蓮寺ダム）

約100億円
+水源取得に要する費用

○

対策案11
他用途ダム容量の買い上げ
（青蓮寺ダム＋比奈知ダム）

約100億円
+水源取得に要する費用

○

対策案12
他用途ダム容量の買い上げ
（青蓮寺ダム＋青蓮寺用水

＋導水路）

約100億円
+水源取得に要する費用

○

パブリックコ
メントのご意
見を踏まえて
追加した案

対策案13
他用途ダム容量の買い上げ
（青蓮寺ダム＋導水路①

＋比奈知ダム＋導水路②）

約200億円
+水源取得に要する費用

× コスト
対策案2,11,12と比べてコストが
高い

パブリックコ
メントのご意
見を踏まえて
追加した案

グループⅣ：
ダム再開発を中心とし
た対策案

対策案7
ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）

＋他用途ダム容量の買い上げ
（青蓮寺ダム+比奈知ダム）

約300億円
+水源取得に要する費用

○

対策案9
ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）

＋ため池（かさ上げ）
約400億円 ○
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4.3.10. 新規利水対策案の評価軸ごとの評価 
(1) 評価軸ごとの評価を行う新規利水対策案の概要 
川上ダムを含む対策案と概略評価により抽出した新規利水対策案について、詳細な検討結果

の概要を P4-180～P4-187 に示す。
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【現行計画の概要】 

・ 木津川支川前深瀬川に洪水調節、流水の正常な機能の維持（既設ダムの堆砂除去のための

代替補給を含む）、新規利水（水道用水の確保）を目的とする多目的ダムを建設する。 

・ 川上ダムを建設することにより、伊賀市の必要な水量を確保する。 

・ 川上ダム建設予定地は、家屋移転は完了しており、ダム本体工事、付替道路工事等を行う。 

現行計画（淀川水系河川整備計画）：川上ダム案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川上ダム貯水容量配分図 
 

【現行計画】 

■川上ダム 

 型式：重力式コンクリートダム 

 堤高：90m 

 集水面積：約54.7km2 

 貯水面積：約1.04km2 

 総貯水容量：31,000千m3 

 

 

堤頂：EL.282.0m

ダム高
90m

サーチャージ水位：EL.276.9m

洪水調節容量

14,400千ｍ３

常時満水位：EL.262.0m

洪水期制限水位：EL.260.7m

総
貯

水
容

量
3
1
,0

0
0
千

ｍ
３

最低水位：EL.227.3m

洪水期利水容量

14,800千ｍ３

非洪水期利水容量

15,700千ｍ３

流水の正常な機能の維持

11,300千ｍ３

流水の正常な機能の維持

3,000千ｍ３

既設ダムの堆砂除去
のための代替補給
8,300千ｍ３

水道用水

3,500千ｍ３

流水の正常な機能の維持

13,400千ｍ３

流水の正常な機能の維持

5,100千ｍ３

既設ダムの堆砂除去
のための代替補給
8,300千ｍ３

水道用水

2,300千ｍ３

基礎岩盤：EL.192.0m

堆砂容量
1,800千ｍ３
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【新規利水対策案の概要】 

・ 青蓮寺ダムの利水容量の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を確

保する。 

・ 名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

・ 青蓮寺ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等についての調整が必要

となる。 

新規利水対策案 2：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム） 

【新規利水対策】 

■他用途ダム容量の買い上げ 

青蓮寺ダムの容量買い上げ 約6,500千m3 

 

■名張川から木津川への導水  

導水路              φ=600mm、L=約9km 

取水施設 1式（用地取得を含む） 

ポンプ施設 1式（用地取得を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 

青蓮寺ダム 約 6,500 千 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 青蓮寺ダム及び導水路位置図 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

取水地点取水地点

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 近接する水系の水利用状況を踏まえ、発電後直接海に放流されている宮川第二発電所の発

電に利用された流水（常時使用水量 6.56m3/s）を取水し、前深瀬川まで導水する導水路を

整備することにより必要な水量を確保する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプ、中継ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

新規利水対策案 3：水系間導水 

【新規利水対策】 

■導水施設 

導水路              φ=600mm、L=約100km 

取水施設 1式（用地取得を含む） 

ポンプ施設 1式（用地取得を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水系間導水想定ルート 
 

川上ダム

宮川第二発電所放水口

ゆめが丘浄水場

宮川第二発電所放水口

導水路

延長L=約100km

導水路管径φ600mm

川上ダム

ゆめが丘浄水場

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 伊賀市に点在する約 320 個のため池をかさ上げすることにより必要な水量を確保する。 

・ かさ上げを行うため池では、低水管理を含む維持管理に必要な設備を設置する。 

・ ため池のかさ上げに必要な用地取得を行う。 

・ 集水面積がないまたは小さいため池が多いため、年間を通じて安定した取水ができない場

合がある。 

新規利水対策案 4：ため池（かさ上げ） 

【新規利水対策】 

■ため池（かさ上げ） 

ため池かさ上げ 約320個 

合計容量 ：約3,500千m3 

用地取得 約340ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三重県伊賀市のため池位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 

ため池かさ上げ イメージ図 
出典：淀川水系流域委員会資料 

 
 
 

上野地区

青山地区

大山田地区

阿山地区

伊賀地区

川上ダム

● ため池

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 比奈知ダムの約 3.5m かさ上げおよび青蓮寺ダム、室生ダム、比奈知ダムそれぞれの利水容量

の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を確保する。 

・ 名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ 比奈知ダムのかさ上げ、導水路整備に伴い、用地取得および住居等の移転を行う。 

・ 青蓮寺ダム、比奈知ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等について

の調整が必要となる。 

新規利水対策案 7：ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ） 

＋他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋比奈知ダム） 

【新規利水対策】 

■ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ） 

比奈知ダム 約3.5mかさ上げ 

 必要な容量 V=約5,900千m3 

用地取得          約6ha 

住居移転          4戸 

 

■名張川から木津川への導水  

導水路         φ=600mm、L=約9km 

取水施設         1式（用地取得を含む） 

ポンプ施設       1式（用地取得を含む） 

 

■他用途ダム容量の買い上げ 

青蓮寺ダムの容量買い上げ 

比奈知ダムの容量買い上げ 

 必要な容量 V=約1,200千m3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

青蓮寺ダム、比奈知ダム及び導水路位置図 
 

 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 
青蓮寺ダム 
比奈知ダム 

約 1,200 千 m3 

 
 

 比奈知ダムかさ上げイメージ図 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

取水地点取水地点

比奈知ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

堆砂容量 2,400千m3

利水容量 9,400千m3

洪水調節容量

9,000千m3

かさ上げ

必要な容量 5,900千m3

堆砂容量 2,400千m3

利水容量 9,400千m3

洪水調節容量

9,000千m3

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機

関や地権者等の関係者との事前協議や調整は

行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであ

り、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 比奈知ダムの約 3.5m かさ上げ、および伊賀市内に点在する約 60 個のため池のかさ上げに

より必要な水量を確保する。 

・ 名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ かさ上げを行うため池では、低水管理を含む維持管理に必要な設備を設置する。  

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 比奈知ダムのかさ上げ、ため池のかさ上げ、導水路整備に伴い、用地取得および住居等の

移転を行う。 

新規利水対策案 9：ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ）＋ため池（かさ上げ） 

【新規利水対策】 

■ダム再開発（比奈知ダムかさ上げ） 

比奈知ダム 約3.5mかさ上げ 

 必要な容量 V=約5,900千m3 

用地取得          約6ha 

住居移転          4戸 

■名張川から木津川への導水 

導水路        φ=600mm、L=約9km 

取水施設      1式（用地取得を含む） 

ポンプ施設    1式（用地取得を含む） 

■ため池（かさ上げ） 

ため池かさ上げ 約60個 

合計容量：約650千m3 

用地取得 約60ha 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 比奈知ダム及び導水路位置図 三重県伊賀市のため池位置図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   比奈知ダムかさ上げイメージ図 ため池かさ上げイメージ図 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

取水地点取水地点

比奈知ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

堆砂容量 2,400千m3

利水容量 9,400千m3

洪水調節容量

9,000千m3

かさ上げ

必要な容量 5,900千m3

堆砂容量 2,400千m3

利水容量 9,400千m3

洪水調節容量

9,000千m3

上野地区

青山地区

大山田地区

阿山地区

伊賀地区

川上ダム

● ため池

※新規利水対策案の立案にあたっては、関

係機関や地権者等の関係者との事前協

議や調整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のも

のであり、今後変更があり得るものであ

る。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 青蓮寺ダム、比奈知ダムの利水容量の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることにより

必要な水量を確保する。 

・ 名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

・ 青蓮寺ダム、比奈知ダムにかかる利水権利者と、容量買い上げの費用、実施時期等につい

ての調整が必要となる。 

新規利水対策案 11：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋比奈知ダム） 

【新規利水対策】 

■他用途ダム容量の買い上げ 

青蓮寺ダムの容量買い上げ  

比奈知ダムの容量買い上げ  

必要な容量 約6,500千m3 

 

■名張川から木津川への導水 

導水路 φ=600mm、L=約9km 

取水施設             1式（用地取得を含む） 

ポンプ施設  1式（用地取得を含む） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 

青蓮寺ダム 

比奈知ダム 
約 6,500 千 m3 

 
 青蓮寺ダム、比奈知ダム及び導水路位置図 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

取水地点取水地点

比奈知ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ600mm

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や

調整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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【新規利水対策案の概要】 

・ 青蓮寺ダムの利水容量の一部を買い上げ、伊賀市利水容量とすることにより必要な水量を

確保する。 

・ 青蓮寺ダムから青蓮寺用水下流調整池までは既設導水路を活用し、下流調整池から木津川

の支川矢田川への導水路は新たに整備する。 

・ 上記導水路で不足する水量を導水するため、名張川から木津川への導水路を整備する。 

・ 導水路では、取水施設、送水ポンプを整備する。 

・ 取水施設、ポンプ施設等の用地取得を行う。 

・ 青蓮寺ダムにかかる利水権利者及び青蓮寺用水土地改良区と、容量買い上げの費用、青蓮

寺用水幹線水路の利用、実施時期等についての調整が必要となる。 

新規利水対策案 12：他用途ダム容量の買い上げ（青蓮寺ダム＋青蓮寺用水＋導水路） 

【新規利水対策】 

■他用途ダム容量の買い上げ 

 青蓮寺ダムの容量買い上げ  約6,500千m3 

■名張川から木津川への導水  

 導水路    φ=500mm、L=約9km 

 取水施設  1式（用地取得を含む） 

 ポンプ施設 1式（用地取得を含む） 

■青蓮寺用水幹線水路の活用 

■青蓮寺用水下流調整池から矢田川への導水 

 導水路    φ=300mm、L=約1km 

 取水施設  1式  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 青蓮寺ダム及び導水路位置図 
 他用途ダム容量の買い上げ 

施設名称 買い上げ容量 

青蓮寺ダム 約 6,500 千 m3 
 

柘植川

伊賀市

服部川

川上川

前深瀬川

名張市

名張川

木津川

川上ダム

ゆめが丘浄水場

青蓮寺ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ500mm

矢田川
青蓮寺用水幹線水路(既設)

取水地点

名張市

木津川

青蓮寺用水幹線水路(既設)

上流調整池

矢田川

下流調整池

導水路

延長L=約1km

導水路管径φ300mm

取水地点

川上ダム

導水路

延長L=約9km

導水路管径φ500mm

※新規利水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調

整は行っていない。 
※対策箇所や数量については現時点のものであり、今後変更があり得るものである。 
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(2) 新規利水対策案の評価軸ごとの評価 

川上ダムを含む対策案と概略評価により抽出した7案の新規利水対策案について、検証

要領細目に示されている６つの評価軸（表 4.3-16）により評価を行った。 

その結果を表 4.3-17～表 4.3-20 に示す。 
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表 4.3-16 評価軸と評価の考え方（第 12 回今後の治水対策のあり方に関する有識者会議「参考資料 4」の抜粋） 
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表 4.3-17 川上ダム検証にかかる検討 総括整理表（新規利水対策案） 
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表 4.3-18 川上ダム検証にかかる検討 総括整理表（新規利水対策案） 
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表 4.3-19 川上ダム検証にかかる検討 総括整理表（新規利水対策案） 
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表 4.3-20 川上ダム検証にかかる検討 総括整理表（新規利水対策案） 

 

 




